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大阪市告示第 528 号に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもの

のほか、この入札説明書によるものとする。 
 

１ 入札に付する事項 

（１）案件名称：大阪市デジタル基盤整備方針における PMO支援業務委託 

（２）仕 様 等：資料２「業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約条項：資料３「業務委託契約書（案）」のとおり 

（４）契約期間：契約締結日から令和 11年９月 30日まで 

（５）履行期間：契約締結日から令和 11年９月 30日まで 

（６）履行場所：本市が指定する場所 

（７）入札方法：総合評価一般競争入札（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第

３項及び地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 10の２

に基づく） 

 

２ 入札日程 

（１）公 告 日：令和８年４月 15日（水） 

（２）入札参加申請受付期間：公告の日から令和８年５月 21日（木）午後５時 30分まで 

（３）入札参加審査結果通知：令和８年６月５日（金） 

（４）入 札 日 時：令和８年６月 17日（水）午前 11時 30分 

 

３ 契約担当 

大阪市デジタル統括室戦略担当総務グループ（大阪市役所地下２階） 

〒530-8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20号 

電話：06-6208-7675 電子メール：digital-keiyaku@city.osaka.lg.jp 

 

４ 入札参加資格 

次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、その資格を認め

られた者は入札に参加することができる｡ただし、令和８年５月 21日(木)午後５時 30分

までに入札参加申出を行わない場合は入札に参加することができない。 

 

（１）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 

（３）大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及

び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

（４）令和７・８・９年度の本市入札参加有資格者名簿において業務委託種目「10 情報処

理-01 情報処理」または「13 その他代行-17 各種施策研究・調査」に登録があること。

なお、大阪市入札参加有資格者名簿に登録がない者は、「７入札参加申請」の際に、様

式３「入札参加資格審査申請書（誓約書・委任状）」に必要事項を記載のうえ、「７入札

参加申請」の申請方法（電子メールによる提出方法を除く。）により、契約担当（３に

同じ）あて、令和８年５月 21日（木）までに提出のうえ、その資格を認められた場合

は、入札に参加することができる。 

 

５ 関係会社の参加制限 

  本入札に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの１者

しか参加できない。  

（１）資本関係が以下のいずれかに該当する２者の場合。 

ア 子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。イにおいて同じ。）

と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。）の関係に
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ある場合。 

イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。 

（２）人的関係が以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、アについては、会社等（会

社法施行規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事

再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法

第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

ア 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次

に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。 

（ア）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

Ａ 会社法第２条第 11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員で

ある取締役 

Ｂ 会社法第２条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

Ｃ 会社法第２条第 15号に規定する社外取締役 

Ｄ 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行

しないこととされている取締役 

（イ）会社法第 402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

（ウ）会社法第 575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社を

いう。）の社員（同法第 590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

（エ）組合の理事 

（オ）その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者 

イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第２項又は会社更生法第

67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ね

ている場合。 

ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 

（３）以下のいずれかに該当する２者の場合。 

ア 組合とその組合員。 

イ 一方の会社等の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社等と

同一である場合。 

ウ 一方の会社等の大阪市の入札に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社等と同一

である場合。 

（４）その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。 

   上記(１)から(３)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

６ 入札説明書等の交付方法及び契約条項を示す場所 

（１）交付書類及び交付期間 

ア 交付書類 

・資料１ 入札説明書 

・資料２ 業務委託仕様書 

・資料２の別紙３ 整備方針の位置付けと求める役割、本市取り組み姿勢 

・資料２の別紙４ 想定実施スケジュール 

・資料２の別紙５ 成果物一覧 

・資料３ 業務委託契約書（案） 

・資料４ 提案書作成要領 

・資料５ 落札者決定基準 

・資料５の別紙 提案書評価表 
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・様式１ 総合評価一般競争入札参加申請書 

・様式２ 資本関係・人的関係等に関する調書 

・様式３ 入札参加資格審査申請書（誓約書・委任状） 

・様式４ 仕様書等に関する質問票 

・様式５ 関係資料の貸与依頼書兼誓約書 

・様式６ 入札参加資格がないと認めた理由の説明要求書 

・様式７ 実績調書 

・様式８ 業務実施体制表・プロジェクト実施体制図 

・様式９ 配置予定スタッフの経歴・従事業務調書 

・様式 10 入札辞退届 

 

※資料２の別紙１、資料２の別紙１の別紙、資料２の別紙２は貸与資料のため、「10 

関係資料の貸与」を確認の上、貸与依頼を行うこと。 

 

イ 交付期間 

公告の日から無償により交付する。 

 

（２）入札説明書等の交付場所及び契約条項を示す場所 

大阪市デジタル統括室ホームページ及び契約担当（３に同じ） 

ただし、契約担当（３に同じ）における交付は、本市の休日（大阪市の休日を定める

条例（平成３年大阪市条例第 42号）第１条に掲げる本市の休日（以下「休日」という。））

を除く午前９時から午後５時 30分まで（午後０時 15分から午後１時までの間を除く。）

とする。 

 

７ 入札参加申請 

（１）申請方法 

入札参加を希望する者は、様式１「総合評価一般競争入札参加申請書」及び様式２「資

本関係・人的関係等に関する調書」に必要事項を記載のうえ、電子メール、郵便等又は

持参により、契約担当（３に同じ）あて提出し、入札参加資格審査を受けなければなら

ない。 

・電子メールによる提出は、件名を「【参加申請】大阪市デジタル基盤整備方針にお

ける PMO支援業務委託」として送信のうえ、電話で受信確認（本市の休日を除く午

前９時から午後５時 30分までの間（午後０時 15分から午後１時までの間を除く。）

を行うこと。 

・郵便等（大阪市契約規則（昭和 39年大阪市規則第 18号）第 25条第２項に規定す

る郵便又は信書便（以下「郵便等」という。））による提出は、書留郵便等送付の記

録が残る方法によること。 

・持参による提出は、本市の休日を除く午前９時から午後５時 30分までの間（午後

０時 15分から午後１時までの間を除く。）とする。 

（２）受付期間 

公告の日から令和８年５月 21日（木）午後５時 30分まで 

 

８ 質問事項の受付及び回答 

（１）質問方法 

仕様書等に関する質問は、様式４「仕様書等に関する質問票」に必要事項を記載のう

え、電子メールにより、件名を「【質問】大阪市デジタル基盤整備方針における PMO支

援業務委託」として、契約担当（３に同じ）あて送信のうえ、電話で受信確認を行うこ

と。 
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（２）受付期間 

公告の日から令和８年５月８日（金）午後５時 30分まで 

※締め切り以降の質問については受付不可。 

（３）回答方法 

大阪市デジタル統括室ホームページ「デジタル統括室入札・契約のお知らせ」の当該

公告本文内に掲載する。 

なお、質問に対する回答のほか、入札に関して伝達すべき事項を掲載する場合がある

ので、必ず入札日時までに内容を確認すること。 

（４）掲載期間 

令和８年５月 18日（月）から令和８年７月 28日（火）まで 

 

９ 入札参加資格の審査及び通知等 

（１）入札参加資格審査結果通知及び入札書等の交付 

入札参加資格を審査のうえ、契約担当（３に同じ）から、令和８年６月５日（金）付

けで書面により審査結果を通知する。 

なお、入札参加資格を認めない申請者には、理由を付して通知する。 

（２）入札書等の交付 

入札参加資格を認めた申請者には、入札参加資格結果通知時に入札書等を交付する。 

（３）入札参加資格を認めない申請者に対する理由の説明 

入札参加資格を認めない旨の通知を受けた申請者は、その理由の説明を求めること

ができる。 

説明を求める場合は、様式６「入札参加資格がないと認めた理由の説明要求書」に必

要事項を記載のうえ、電子メール、郵便等又は持参により、契約担当（３に同じ）あて、

令和８年６月 12日(金)午後５時 30分までに提出すること。 

説明を求められた場合は、令和８年６月 16日（火）までに書面で回答する。 

 

10 関係資料の貸与 

「貸与資料」に掲げる資料については、希望者にのみ貸与する。 

（１）貸与条件（依頼方法） 

関係資料の貸与は、様式１「総合評価一般競争入札参加申請書」、様式２「資本関係・

人的関係等に関する調書」及び様式５「関係資料の貸与依頼書兼誓約書」を契約担当（３

に同じ）あてに提出した者であることを条件とする。 

（２）受付期間 

入札参加申請受付期間（７（２）に同じ） 

（３）貸与資料 

・資料２の別紙１ 大阪市デジタル基盤整備方針  

・資料２の別紙１の別紙 大阪市デジタル基盤整備方針 別紙 

・資料２の別紙２ 大阪市デジタル基盤整備方針管理運営プロセス 
（４）貸与期間 

公告の日から令和８年７月 22日（水）まで 

（５）費用  

無償により貸与する。 

（６）廃棄方法 

様式５「関係資料の貸与依頼書兼誓約書」の遵守事項に基づき、本目的達成後、令和

８年７月 22日（水）までに廃棄すること。また、入札参加申請後の資格審査により参

加が認められない場合又は入札を辞退する場合は、上記の貸与期間終了を待たず、その

事実が発生した時点で廃棄すること。 
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11 入札手続等 

入札参加者は、次のとおり入札書及び提案書を提出すること。 

（１）入札の日時及び場所 

ア 日時：令和８年６月 17日（水）午前 11時 30分 

イ 場所：大阪市役所本庁舎会議室（詳細は入札参加資格審査結果通知による。） 

ウ 郵便等による入札の場合は、令和８年６月 16日（火）午後５時 30分までに契約担当

（３に同じ）あて提出のこと。なお、この場合は封筒を二重封筒とし、表封筒に「大阪

市データ連携ツール導入業務委託 入札書・提案書 在中」と朱書のうえ「親展」として、

「入札書」と「提案書」を別封筒とし、内封筒にそれぞれ「入札書」、「提案書」と記載

すること。 

（２）入札方法 

ア 総合評価一般競争入札のため、入札参加者は提案書を作成のうえ、入札書とともに提

出すること。 

イ 入札書には、日付、所在地、商号又は名称及び代表者氏名又は受任者氏名を記入のう

え、代表者印又は受任者印（使用印鑑届出書で届け出た印）を必ず押印すること。 

なお、記名押印は、個人については本人が、法人については代表者が、又はそれぞれ

の委任状を提出し確認を受けた代理人が行うこと。 

ウ 入札は、本人又はその代理人が行うこと。代理人が入札をする場合は、入札時に委任

状を提出すること。 

エ 入札書は、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額（本業務に要する一切の諸経費を含めた金額）

の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

オ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当す

る額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とする。 

カ 提案書は、書面（正本 1部（袋綴じ）・副本５部）及び電子記録媒体（媒体Ａ１部・

媒体Ｂ１部）を提出すること。 

なお、書面（正本 1部（袋綴じ）・副本５部）及び電子記録媒体（媒体Ａ１部・媒体

Ｂ１部）の全てが揃っていない提案書及び表紙に入札参加者の記名・押印がないもの

は、提出がないものとみなす。 

提案書の様式その他必要な事項は、資料４「提案書作成要領」による。 

（３）入札価格にかかる各年度内訳 

 入札価格（総額）に対する各年度の内訳比率は資料２「業務委託仕様書」25 ページ

の特記仕様書に記載のとおりとする。 

（４）開札の日時及び場所等 

入札終了後、直ちに入札の場所において行う。 

開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者が立ち会わ

ないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

（５）再度入札 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内において有効な入札がなかった場合は、直ちに

再度の入札を行うことがある。なお、再度入札の方法については、入札担当職員の指示

に従うこと。（原則、再度入札書を交付して直ちに再度入札を行う。このため、当初入

札に使用した印鑑が必要となるが、持参できないときは委任状を提出のうえ代理人印

による入札を行う必要がある。） 

ただし、これによらない場合は、「再入札通知書」で別途定めるものとする。 

（６）入札に参加することができない者 

ア 入札参加申請期限までに参加申請をしなかった者又は入札参加資格を認めない者。 

イ 入札参加資格を認めた者で、入札参加資格審査結果通知時から開札時までの間にお
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いて、「４入札参加資格」の要件を満たさなくなった者。 

（７）入札保証金及び契約保証金等 

ア 入札保証金（見積もった契約希望金額の 100分の３以上） 免除 

イ 契約保証金（契約金額の 100分の 10以上） 要 

ただし、政府公債、大阪市債等の提供をもって契約保証金の納付に代えることができ

る。また、大阪市契約規則第 37条第１項の規定に該当する場合は、免除する。 

ウ 保証人 不要 

（８）入札の無効 

次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。 

なお、無効の入札をした者は再度入札に参加することができない。 

ア 大阪市契約規則第 28条第１項に該当する入札 

イ 申請書類又は提出資料に虚偽の記載をした入札 

ウ 入札時に提案書の提出を行わない者がした入札 

エ 本市が交付した入札書を用いないでした入札 

オ 再度入札の場合に、前回最低入札価格以上の価格でした入札 

カ 同一入札において、他の入札参加者の代理人を兼ね又は２人以上の代理人として入

札したときはその全部の入札 

キ 落札決定までの間に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた者

又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者がした入

札 

ク 関係会社の参加制限に該当する２者がしたそれぞれの入札 

（９）入札の中止等 

次の事項が生じた場合には、入札を延期し、若しくは入札を取り止めることがある。 

なお、これらにおける損害は、入札参加者の負担とする。 

ア 入札参加者がなかった場合 

イ 入札参加者が相通じ、又は不穏な行動をなす場合において、入札を公正に執行するこ

とができないと認められるとき 

ウ 入札前において、天災・地変その他やむを得ない事由が生じたとき 

エ その他やむを得ない理由があるとき 

（10）入札の辞退 

入札参加者は、入札を辞退する場合は、入札の日時までに、様式 10「入札辞退届」を

契約担当（３に同じ）あて提出すること。 

なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるもので

はない。 

 

12 提案書の作成・提出及びヒアリング 

（１）提案書の作成及び提出方法 

提案書は、資料４「提案書作成要領」に基づき、次のとおり必要部数作成のうえ、入

札時に提出すること。 

なお、正本の表面には、入札参加者の商号又は名称及び標題「大阪市デジタル基盤整

備方針における PMO支援業務委託 提案書」と記載し、副本の表面には、標題「大阪市

デジタル基盤整備方針における PMO支援業務委託 提案書」のみを記載すること。 

（２）提案書の拘束力 

採用された提案書については、契約書に添付するため、記載されている事項の実施を

前提とすること。採用された提案書に係る変更は、原則として行わない。 

（３）提案書の取扱い 

提出された提案書は、関係法令等に定めがある場合を除き、技術審査以外に提出者に

無断で使用することはない。ただし、落札者の提案内容については、他者に比べ優位な
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点を公表することがある。 

また、提出された提案書は返却しない。なお、提案書の記述が、特許権など日本国の

法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じ

た責任は、入札参加者が負う。 

（４）ヒアリング 

次のとおりヒアリングを必要に応じて実施するので、提案書（補足資料含む）の内容

について説明し、提案書に基づく本市からの質問に応答を行うこと。 

なお、業務責任者として従事させる予定の者が参加すること。 

ヒアリングの実施要否は提案書の内容により決定するが、入札参加者は実施の有無

を問わず準備しておくこと。 

ヒアリングが必要な入札参加者には、令和８年６月 19日（金）までに順次、契約担

当（３に同じ）から書面等により日時・場所等を連絡するので、必ず連絡が取れるよう

にしておくこと。 

ア 実施日時：令和８年６月 26日（金）・29日（月）・30日（火）のいずれかの日、午前

９時から午後５時 30 分までの間において本市が指定する時間。ただし、

指定した時間でのヒアリングが困難な場合は、本市と十分に調整を行い

対応すること。調整の結果、日時が決定しない場合は、ヒアリングを実施

しない。 

イ 実施方法：Web 会議により実施することとし、詳細は実施日時とあわせて通知する。 

ウ 実施時間：１入札参加者あたり約 40 分とする（提案書等の説明 20 分、質疑応答 20

分）。 

 

13 落札者の決定方法等 

（１）落札者の決定方法等 

落札者の決定にあたっては、提案内容を公平かつ客観的に評価し、最適な事業者を選

定するため、提案内容の評価である「技術評価点」に入札価格の評価である「価格評価

点」を加算する総合評価落札方式を採用し、予定価格などの制限の範囲内において有効

な入札があった者のうち、「技術評価点」と「価格評価点」の合計点である「総合評価

点」の最も高い者を落札者とする。 

なお、技術の評価にあたっては、公平性及び客観性を確保するため、学識経験者の意

見を聴くものとする。 

ア 落札者決定基準 

資料５「落札者決定基準」のとおり。 

イ 落札者としない場合 

・入札の無効に該当する場合。 

・入札参加者の入札金額が予定価格を上回った場合。 

・資料５の別紙「提案書評価表」において、各評価項目（小項目）の項目評価点でい

ずれかひとつでも０点がある場合。 

・技術評価点が 180点以下である場合。 

ウ 落札者が契約しない場合の対応 

落札者が契約を締結しないときは、次点の入札参加者と個別の交渉を行う。 

（２）落札結果の通知等 

契約担当（３に同じ）から、各入札参加者に、書面により落札結果等を７月中旬以降

に通知する。また、入札結果については、大阪市デジタル統括室ホームページにおいて

後日公表する。 

 

14 その他 

（１）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 
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（２）契約書作成の要否 要 

（３）入札の参加に要する費用は入札参加者の負担とする。 

（４）交付資料について、本市の許可を得ることなく無断で使用することを認めないものと

する。 

（５）入札に当たっては質問期間を設けており、入札をした者は、入札後において、入札説

明書等の内容について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

（６）一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

（７）入札保証金の納付を免除された者が、落札決定後、正当な理由がなく契約を締結しな

いときは、落札金額（入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額

を加算した金額（単価契約にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約

にあっては、落札金額を１年当たりの額に換算した額（契約期間が 12月未満の場合は

履行期間内に支払うことが見込まれる総額）））の 100 分の３に相当する違約金を徴収

する。 

（８）落札者または契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、大阪市契約関係暴力団排除

措置要綱に基づく誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結しな

いものとする。また、当該誓約書を提出しなかった落札者または契約の相手方は、大阪

市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。 

（９）落札決定後、契約締結までに、落札者が次の項目に該当した場合は、落札を取消し、

次点の入札参加者と個別の交渉を行う。 

ア 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。 

イ 大阪市契約規則第 32条第 2項の規定により、契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると

認められるとき。 

（10）契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に

基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

（11）この入札において独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号に違反し、若しくは、刑

法第 96条の６に該当する談合などが明らかになった場合は、契約者は契約金額の最低

100分の 20に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。 

（12）この入札は、地方自治法、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号）及び契約規則に定めるところに

より、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 

（13）入札参加者が提出した電子ファイルのウイルス感染について、当該入札参加者からの

連絡により判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、当該入札参加者と再提出方法につ

いて協議する。また、本市によりウイルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止

し、本市よりウイルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方

法について協議する。  

（14）仕様書等を訂正する場合は、大阪市デジタル統括室ホームページ「入札・契約のお知

らせ」の当該公告本文内に掲載する。  

（15）入札執行については、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）、地方自治法施行令、地

方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372

号）及び契約規則の定めるところによる。 

（16）この入札説明書に定めのない事項については、関係法令の他、大阪市契約規則、大阪

市競争入札参加者心得等の定めるところによる。  

（17）本市入札関係規程は、「大阪市電子調達システム」＞「各種資料・ダウンロード」＞

「入札制度に関わる資料」＞「大阪市契約関係規程」に掲載している。 

（18）契約保証金を納付する場合、契約保証金の納付確認後に契約締結することになるため、

契約保証金の納付については本市の指示に従い速やかに手続きを行うこと。 

 


